
     

    越谷市公契約条例に基づき 

  賃金の下限額※ 
が定められています。 

 
※条例では、賃金の下限額のことを「労働報酬下限額」と呼びま

す。 
 

 

 

 

 

 

                   

  

このお仕事で働く皆様へ 

 
支払われた賃金が労働報酬下限額より低いと思う

場合は、市又は元請業者に申し出ることができます。 
申し出をしたことにより、不利益な取り扱いを受け

ることはありません。 

令和６年度版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
越谷市では、越谷市公契約条例（平成２８年条例第５１号）を

平成２９年４月１日より施行しています。条例に関する情報は越
谷市ホームページをご覧ください。 

 
 

 

 
                        

越谷市ホームページ     

越谷市総務部契約課 ℡048-963-9131 

令和６年度労働報酬下限額（令和６年３月２６日告示） 

建設工事  

 公共工事設計労務単価の９０％を基準とする額 
  （下表のとおり） 

 
※見習いとして従事する労働者（未経験かつ入社期間３か月以内の労働者）等は 

 １，５２２円（１時間当たり） 

 

業務委託及び指定管理協定 時給１，０９０円 

 


